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会計

事業タイプ

経費区分

鯖江市身体障害者福祉連合会または鯖江市心身障害児
（者）協会の推薦に基づいて市が委嘱する。また、年度末
には、年間の活動状況報告を提出してもらう。
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指標名 単位 年度 H22（2010） H23（2011） H24（2012） H25（2013） H26（2014）

身体障害者相談員等設置事業身体障害者相談員等設置事業身体障害者相談員等設置事業身体障害者相談員等設置事業

開始年度 0 終了年度 9999

鯖江市身体障害者相談員設置要綱
鯖江市知的障害者相談員設置要綱

目的 身体障がい者・知的障がい者の地域活動の中心となり、相談・指導、関係機関への協力、援護思想の普及に努める。
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事業名

部署名 社会福祉課

地域の障がい者の相談に応じ必要な指導等を行うとともに、福祉事務所等の行政機関に協力する。

事業コード

1537

概要
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活動指標

市直営現在

指標名 単位 年度 H22（2010） H23（2011） H24（2012） H25（2013） H26（2014）

成果指標

一般会計

単独事業

補助費等

総
合

計
画

体
系

総
合

計
画

体
系

総
合

計
画

体
系

総
合

計
画

体
系

基本施策
体系

重点施策
体系

相談員研修会の開催 目標値 1111 1111 1111 1111 1111回

実績値 1111 1111

処理対応件数率（処理対応件数/相談件数） ％ 目標値 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

計算
根拠

相談のあった件数のうち、処理対応を行った件数。

実績値 100100100100 100100100100

達成率
（％）

100100100100 100100100100

実数値 153/153153/153153/153153/153 173/173173/173173/173173/173

ランク AAAA AAAA

健康で長生き、笑顔で暮ら
すまちづくり

社会福祉を充実する社会福祉

基本目標 属性 基本施策

障がい者福祉の充実

実施施策

4012

H23事業名 身体障害者相談員等設置事業 1537
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【廃止可能性】
　ある場合、当該事業の廃
　止は可能ですか。

【競合】
　国、県、または民間のサー
　ビスと競合している事業は
　ないですか。

【ニーズ】
　住民等のニーズは十分に
　ありますか。

障がいのある方の人数は増加しており、ニーズも多様化する中で、地域における
相談件数も増加していくと見込まれる。

根
拠

事業名

主体

必
要

性

【行政関与】
　行政が実施すべき事業で
　すか。

障がいのある方が抱えている課題は多種多様であるが、プライバシー保護の観点
から今後も市が主体的に関与すべき事業である。

根
拠

根
拠

有
効

性
効

率
・
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【コスト削減】
　今以上に、コストを削減す
　る余地はありますか。

【財源確保】
　今以上に、財源を確保す
　る方法はありますか。

【成果向上】
　今以上に、成果を向上させる
余地はありますか。

ある

はい

ない

不可能

なし

ある

ない

【統廃合可能性】
　ある場合、当該事業の統
　廃合は可能ですか。

【類似重複】
　本市の事務事業の中で、
　目的や概要が類似する事
　務事業はないですか。

事業名 相談支援事業

所管課 社会福祉課

相談員設置事業は、地域の中で障がい者を守り育てることを狙いとして、社会的
信望があり、福祉増進に熱意を持ち、奉仕活動の可能な地域の人材に助言や指導
を行ってもらっている。

根
拠

ある

不可能

県委嘱の相談員の報酬単価に準じて報酬を支給している。根
拠

県からの事務移譲時点から、移譲事務交付金に算定されている。

根
拠

プライバシー保護の観点から能動的に成果を向上させることは困難だが、研修会
等を実施することで相談員の更なる意識啓発を図り、地域における障がい者支援
の質的向上を図ることは可能。

根
拠

障害者の方の地域活動の中心となり、相談・指導、関
係機関への協力、援護思想の普及に努める。

維持維持維持維持

平
成

2
4
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度
取
組

み

【平成25年度　方向性】

障害者の方の地域活動の中心となり、相談・指導、関
係機関への協力、援護思想の普及に努める。

平
成
2
5
年

度
計

画

【平成24年度　方向性】 維持

取組選択
年度

実施状況

H22（2010） H23（2011） H25（2013）H24（2012） H26（2014）
不可能 不可能－

－ 未実施 未実施

不可能

【H25提案型市民主役オープン事業実施】 不可能 〈不可能選択理由〉

その他

H23事業名 身体障害者相談員等設置事業 1537
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